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株式会社 エニー

スプリアス許容値改正のお知らせ

世界無線通信会議（WRC）のスプリアス許容値見直しを受け、2005 年に関係省令が改正されまし

た。これにより 2007 年 11 月 30 日以前に、旧スプリアス規格で生産されたエニーテレコン送信機の

技術基準適合証明の効力が、2022 年 11 月 30 日に失われ、2022 年 12 月 1 日より法的に使用できな

くなります。

該当する製品は、2022 年 11 月 30 日までに適合製品への更新をお願いいたします。

機種（送信機） 製品の特長と状況 2022 年 11 月 30 日失効

ARD シリーズ（429M） 生産終了 該当します。

PT

シリーズ

（429M）

PT-21T 生産終了 該当します。

PT-25T 生産終了 該当します。

PT-27T 生産終了 該当します。

PT-29T 生産終了 該当します。

PH

シリーズ

（429M）

PH10V 10 点操作（青色ハンディ型） 一部該当します。

PH10W 10 点 2 段操作（青色ハンディ型） 一部該当します。

PH12V 12 点操作（黄緑色ハンディ型） 一部該当します。

PH16V 16 点操作（黄緑色ハンディ型） 一部該当します。

GH シリーズ（1.2G） 1.2GHz 帯のハンディ型 該当しません。

PP・GP シリーズ ポータブル型多点数 該当しません。

旧スプリアス規格

新スプリアス規格

旧スプリアス製品

使用可能期間（15年）

申請

猶予

関係省令

改正

WRC

許容値改訂

2007/11/30（猶予期間）2005/12/1（施行） 2022/11/30 まで使用可能

重要なお知らせ


